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９
日
に
開
か
れ
た
議
会
運

　

９
日
に
開
か
れ
た
議
会
運

営
委
員
会
で
、
浅
生
和
英
議

営
委
員
会
で
、
浅
生
和
英
議

長
よ
り
渡
邊
る
い
氏
の
当
選

長
よ
り
渡
邊
る
い
氏
の
当
選

無
効
の
報
告
が
あ
り
ま
し

無
効
の
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。
以
下
の
通
り
で
す
。

た
。
以
下
の
通
り
で
す
。

「
先
日
（
５
月

「
先
日
（
５
月
2929
日
）、
渡
辺

日
）、
渡
辺

る
い
議
員
の
辞
職
に
つ
い

る
い
議
員
の
辞
職
に
つ
い

て
、
議
場
で
報
告
さ
せ
て
い

て
、
議
場
で
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の

後
、
６
月
３
日
に
、
さ
い
た

後
、
６
月
３
日
に
、
さ
い
た

ま
地
方
裁
判
所
か
ら
通
知
が

ま
地
方
裁
判
所
か
ら
通
知
が

届
き
ま
し
た
。
内
容
は
、
公

届
き
ま
し
た
。
内
容
は
、
公

職
選
挙
法
違
反
事
件
に
つ
い

職
選
挙
法
違
反
事
件
に
つ
い

て
、
略
式
命
令
と
な
り
、
こ

て
、
略
式
命
令
と
な
り
、
こ

の
命
令
が
、
令
和
７
年
５
月

の
命
令
が
、
令
和
７
年
５
月

2424
日
に
確
定
し
た
と
の
こ
と

日
に
確
定
し
た
と
の
こ
と

で
す
。
な
お
、こ
れ
を
受
け
、

で
す
。
な
お
、こ
れ
を
受
け
、

６
月
４
日
付
け
で
当
選
無
効

６
月
４
日
付
け
で
当
選
無
効

と
な
っ
た
旨
を
選
挙
管
理
委

と
な
っ
た
旨
を
選
挙
管
理
委

員
会
か
ら
告
示
が
な
さ
れ
て

員
会
か
ら
告
示
が
な
さ
れ
て

お
り
ま
す
こ
と
を
ご
報
告
さ

お
り
ま
す
こ
と
を
ご
報
告
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」。

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」。

　

今
回
の
条
例
の
一
部
改
正

　

今
回
の
条
例
の
一
部
改
正

は
、
賦
課
限
度
額
の
医
療
分

は
、
賦
課
限
度
額
の
医
療
分

をを
6565
万
円
か
ら

万
円
か
ら
6666
万
円
に
、

万
円
に
、

後
期
高
齢
支
援
金
等
分
を

後
期
高
齢
支
援
金
等
分
を
2424

万
円
か
ら

万
円
か
ら
2626
万
円
に
引
き
上

万
円
に
引
き
上

げ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
引

げ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
引

き
上
げ
で
負
担
増
と
な
る
世

き
上
げ
で
負
担
増
と
な
る
世

帯
は
約
４
０
０
世
帯
、
負
担

帯
は
約
４
０
０
世
帯
、
負
担

額
は
約
６
０
０
万
円
に
な
り

額
は
約
６
０
０
万
円
に
な
り

ま
す
。

ま
す
。

　

国
保
税
の
賦
課
限
度
額
は

　

国
保
税
の
賦
課
限
度
額
は

毎
年
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
ま

毎
年
引
き
上
げ
ら
れ
て
き
ま

日本共産党戸田市議団日本共産党戸田市議団 国
保
税
の
賦
課
限
度
額
引
き

国
保
税
の
賦
課
限
度
額
引
き

上
げ
の
専
決
処
分
の
承
認
に

上
げ
の
専
決
処
分
の
承
認
に

し
た
。
２
０
１
９（
令
和
元
）

し
た
。
２
０
１
９（
令
和
元
）

年
度
と
比
較
す
る
と
、「
医

年
度
と
比
較
す
る
と
、「
医

療
分
」
は

療
分
」
は
5858
万
円
か
ら

万
円
か
ら
6666
万万

円
の
８
万
円
増
、「
後
期
高

円
の
８
万
円
増
、「
後
期
高

齢
支
援
金
等
分
」
は

齢
支
援
金
等
分
」
は
1919
万
円
万
円

か
ら
か
ら
2626
万
円
の
７
万
円
増
、

万
円
の
７
万
円
増
、

「
介
護
納
付
金
分
」
は

「
介
護
納
付
金
分
」
は
1616
万万

円
か
ら

円
か
ら
1717
万
円
の
１
万
円
増

万
円
の
１
万
円
増

と
な
っ
て
お
り
、
賦
課
限
度

と
な
っ
て
お
り
、
賦
課
限
度

額
全
体
で

額
全
体
で
1616
万
円
も
負
担
が

万
円
も
負
担
が

増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
２

増
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
２

０
０
８
（
平
成

０
０
８
（
平
成
2020
）
年
度
の

）
年
度
の

賦
課
限
度
額
の
合
計
額

賦
課
限
度
額
の
合
計
額
6868
万万

円
か
ら

円
か
ら
4141
万
円
も
負
担
が
増

万
円
も
負
担
が
増

え
て
お
り
、
被
保
険
者
の
負

え
て
お
り
、
被
保
険
者
の
負

担
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

担
は
増
え
続
け
て
い
ま
す
。

　

国
が
自
治
体
の
一
般
会
計

　

国
が
自
治
体
の
一
般
会
計

　６日、本会議場で本田哲市議は党戸田市議団　６日、本会議場で本田哲市議は党戸田市議団
を代表し、戸田市国民健康保険税条例の賦課限を代表し、戸田市国民健康保険税条例の賦課限
度額引き上げの専決処分の承認を求める議案に度額引き上げの専決処分の承認を求める議案に
対し、反対討論をおこないました。討論の大要対し、反対討論をおこないました。討論の大要
は以下の通りです。は以下の通りです。

か
ら
の
繰
入
れ
を
赤
字
と

か
ら
の
繰
入
れ
を
赤
字
と

し
、
そ
の
解
消
を
進
め
て
い

し
、
そ
の
解
消
を
進
め
て
い

る
が
、
年
金
者
、低
所
得
者
、

る
が
、
年
金
者
、低
所
得
者
、

中
小
零
細
企
業
が
多
く
加
入

中
小
零
細
企
業
が
多
く
加
入

し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
制

し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
制

度
の
維
持
を
被
保
険
者
の
保

度
の
維
持
を
被
保
険
者
の
保

険
税
で
調
整
す
る
こ
と
は
す

険
税
で
調
整
す
る
こ
と
は
す

で
に
限
界
が
来
て
い
ま
す
。

で
に
限
界
が
来
て
い
ま
す
。

今
お
こ
な
う
べ
き
は
、
国
が

今
お
こ
な
う
べ
き
は
、
国
が

社
会
保
障
で
あ
る
国
民
健
康

社
会
保
障
で
あ
る
国
民
健
康

保
険
制
度
に
対
し
し
っ
か
り

保
険
制
度
に
対
し
し
っ
か
り

と
責
任
を
持
ち
、
被
保
険
者

と
責
任
を
持
ち
、
被
保
険
者

の
命
と
健
康
を
守
る
た
め
に

の
命
と
健
康
を
守
る
た
め
に

国
庫
補
助
率
を
増
や
し
、
真

国
庫
補
助
率
を
増
や
し
、
真

に
持
続
可
能
な
保
険
制
度
に

に
持
続
可
能
な
保
険
制
度
に

す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

【戸田の会】【戸田の会】
酒井いくろう酒井いくろう
野澤茂雅野澤茂雅
佐藤太信佐藤太信
辺見智子辺見智子
小沼さゆり小沼さゆり
宮内そうこ宮内そうこ
矢澤青河矢澤青河
【政策TODA】【政策TODA】
遠藤英樹遠藤英樹
細田昌孝細田昌孝
そごう拓也そごう拓也
小山大輔小山大輔

古屋としみつ古屋としみつ
【公明党】【公明党】
竹内正明竹内正明
石川清明石川清明
三輪なお子三輪なお子
三浦のぶお三浦のぶお
【平政会】【平政会】
榎本守明榎本守明
斎藤直子斎藤直子
【りっけん戸田】【りっけん戸田】
小金沢優小金沢優
【保守の会】【保守の会】
河合ゆうすけ河合ゆうすけ

※浅生和英議員（戸田の会）は、議長のた※浅生和英議員（戸田の会）は、議長のた
め採決には加わっていません。め採決には加わっていません。
※各会派の議員名順序は、戸田市議会ホー※各会派の議員名順序は、戸田市議会ホー
ムページの掲載順を参考にしています。ムページの掲載順を参考にしています。

渡
邊
る
い
氏　

当
選
無
効
に

渡
邊
る
い
氏　

当
選
無
効
に

戸田市戸田市
選管選管

【戸田市選挙管理委員会の告示文】【戸田市選挙管理委員会の告示文】
令和 7年 1 月 26 日執行の戸田市議会令和 7年 1 月 26 日執行の戸田市議会
議員一般選挙における渡邊塁の当選は、議員一般選挙における渡邊塁の当選は、
公職選挙法第 251 条の規定により無効公職選挙法第 251 条の規定により無効
となったので、同法第 107 条の規定にとなったので、同法第 107 条の規定に
より告示する。より告示する。
令和 7年 6月 4日　戸田市選挙管理委令和 7年 6月 4日　戸田市選挙管理委
員会　委員長　萩原平壽員会　委員長　萩原平壽

国民健康保険税の賦課限度額引き上国民健康保険税の賦課限度額引き上
げの専決処分承認に賛成した議員げの専決処分承認に賛成した議員

注
）
こ
の
告
示
文
は
、
戸
田
市

役
所
西
側
出
入
口
の
歩
道
上
に

設
置
し
て
い
る
「
掲
示
場
」
に

張
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

反対反対

　

６
月
９
日
夕
方
、「
９
の
日

宣
伝
」
を
戸
田
公
園
駅
で
10
名

の
参
加
で
お
こ
な
い
ま
し
た
。

毎
月
戸
田
市
内
の
Ｊ
Ｒ
３
駅
を

順
に
と
だ
九
条
の
会
と
「
憲

法
改
悪
反
対
戸
田
共
同
セ
ン

タ
ー
」
が
共
同
で
お
こ
な
っ
て

い
る
も
の
で
、
通
算
２
１
０

回
目
の
宣
伝
で
し
た
。
憲
法

テ
ィ
ッ
シ
ュ
１
１
８
個
、
チ
ラ

シ
45
部
、
署
名
は
「
憲
法
改
悪

を
許
さ
な
い
全
国
署
名
」
４
筆

で
し
た
。（
と
だ
九
条
の
会
代

表
代
行　

久
保
山
隆
之
）

戸
田
公
園
駅
で
９
の
日
宣
伝
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５
日
に
議
会
傍
聴
で
市
役
所

　

５
日
に
議
会
傍
聴
で
市
役
所

８
階
を
訪
れ
た
市
民
か
ら
、「
８

８
階
を
訪
れ
た
市
民
か
ら
、「
８

階
に
あ
る
ロ
ッ
カ
ー
の
上
に

階
に
あ
る
ロ
ッ
カ
ー
の
上
に

『
政
党
機
関
紙
購
読
強
要
の
実

『
政
党
機
関
紙
購
読
強
要
の
実

態
』
と
の
見
出
し
が
つ
い
た
世

態
』
と
の
見
出
し
が
つ
い
た
世

界
日
報
の
新
聞
が
置
い
て
あ
っ

界
日
報
の
新
聞
が
置
い
て
あ
っ

た
」
と
の
声
が
、

た
」
と
の
声
が
、
77
日
、
本
田

日
、
本
田

哲
市
議
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

哲
市
議
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

本
田
市
議
は
、
そ
の
日
の
う
ち

本
田
市
議
は
、
そ
の
日
の
う
ち

に
市
役
所
８
階
に
行
き
新
聞
が

に
市
役
所
８
階
に
行
き
新
聞
が

置
い
て
あ
る
こ
と
を
確
認
。
９

置
い
て
あ
る
こ
と
を
確
認
。
９

日
の
月
曜
日
、
庁
舎
管
理
担
当

日
の
月
曜
日
、
庁
舎
管
理
担
当

課
と
議
会
事
務
局
の
立
会
い
の

課
と
議
会
事
務
局
の
立
会
い
の

も
と
新
聞
が
置
か
れ
て
い
る
こ

も
と
新
聞
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
改
め
て
確
認
し
、
庁
舎
管

と
を
改
め
て
確
認
し
、
庁
舎
管

理
担
当
課
に
「
い
つ
誰
が
、
何

理
担
当
課
に
「
い
つ
誰
が
、
何

の
目
的
で
置
い
た
の
か
は
解
ら

の
目
的
で
置
い
た
の
か
は
解
ら

な
い
が
、
市
が
許
可
し
て
い
な

な
い
が
、
市
が
許
可
し
て
い
な

い
物
が
庁
舎
内
に
置
か
れ
て
い

い
物
が
庁
舎
内
に
置
か
れ
て
い

る
の
は
大
問
題
。
警
備
員
等
の

る
の
は
大
問
題
。
警
備
員
等
の

庁
舎
内
巡
回
で
、
不
審
な
物
が

庁
舎
内
巡
回
で
、
不
審
な
物
が

置
か
れ
て
い
な
い
か
等
の
確
認

置
か
れ
て
い
な
い
か
等
の
確
認

を
徹
底
し
て
ほ
し
い
」と
要
望
。

を
徹
底
し
て
ほ
し
い
」と
要
望
。

庁
舎
管
理
担
当
課
も
議
会
事
務

庁
舎
管
理
担
当
課
も
議
会
事
務

局
も
、
許
可
を
し

局
も
、
許
可
を
し

て
い
な
い
物
や
不

て
い
な
い
物
や
不

審
な
も
の
が
置
か

審
な
も
の
が
置
か

れ
て
い
た
場
合
は

れ
て
い
た
場
合
は

速
や
か
に
回
収
す

速
や
か
に
回
収
す

る
な
ど
の
対
応
を

る
な
ど
の
対
応
を

強
化
し
て
い
く
と

強
化
し
て
い
く
と

述
べ
ま
し
た
。

述
べ
ま
し
た
。

ル
）、
上
戸
田
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
（
あ
い
パ
ル
）、
福
祉
保

健
セ
ン
タ
ー
、
心
身
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー

３
．
提
出
先
と
提
出
方
法

資
料
公
開
場
所
へ
持
参
、
郵

便
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
４
８
‐
４
４

４
‐
５
５
８
８
）、
電
子
メ
ー

ル
（syogaifuku@

city.toda.
saitam

a.jp

）
※
資
料
公
開
場

所
に
よ
り
受
付
時
間
が
異
な
り

ま
す
。

【
問
合
せ
先
】
障
害
福
祉
課

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
４
８
‐
４
４
１
‐

１
８
０
０
（
内
線
２
９
７
、
２

９
６
）

　

６
日
に
開
か
れ
た
、
健
康
福

　

６
日
に
開
か
れ
た
、
健
康
福

祉
常
任
委
員
会
で
市
民
医
療
セ

祉
常
任
委
員
会
で
市
民
医
療
セ

ン
タ
ー
診
療
室
か
ら
「
６
月

ン
タ
ー
診
療
室
か
ら
「
６
月
1616

日
か
ら
病
棟
の
稼
働
病
床
を

日
か
ら
病
棟
の
稼
働
病
床
を
1212

床
か
ら

床
か
ら
1515
床
へ
増
床
す
る
」
と

床
へ
増
床
す
る
」
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
病
棟
の
稼
働
病

　

こ
れ
ま
で
の
病
棟
の
稼
働
病

床
の
状
況
は
、
２
０
２
２
（
令

床
の
状
況
は
、
２
０
２
２
（
令

和
４
）
年
４
月

和
４
）
年
４
月
1818
日
に
、
常
勤

日
に
、
常
勤

内
科
医
２
人
の
退
職
等
が
あ
り

内
科
医
２
人
の
退
職
等
が
あ
り

「
病
棟
を
一
時
休
止
」。

「
病
棟
を
一
時
休
止
」。
2323
（
令
（
令

和
５
）
年

和
５
）
年
1111
月
１
日
に
、
常
勤

月
１
日
に
、
常
勤

内
科
医
１
人
の
採
用
等
で
「
病

内
科
医
１
人
の
採
用
等
で
「
病

棟
一
部
（
８
床
）
の
再
開
」。

棟
一
部
（
８
床
）
の
再
開
」。

2424
（
令
和
５
）
年
８
月
１
日
に
、

（
令
和
５
）
年
８
月
１
日
に
、

看
護
師
４
人
の
採
用
等
で
「
病

看
護
師
４
人
の
採
用
等
で
「
病

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

入
院
時
の
食
事
代
負
担
等
の
助
成
廃
止

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）

２
０
２
６
年
（
令
和
８
年
）
1010
月
１
日
か
ら

月
１
日
か
ら

構
成
す
る
協
議
会
）
に
も
伝
え

構
成
す
る
協
議
会
）
に
も
伝
え

る
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

る
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

２
点
の
見
直
し
に
対
す
る
パ
ブ

２
点
の
見
直
し
に
対
す
る
パ
ブ

コ
メ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で

コ
メ
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で

す
。
す
。（
健
康
福
祉
常
任
委
員
会

委
員　

本
田
哲
）

＝
パ
ブ
コ
メ
の
実
施
内
容
＝

＝
パ
ブ
コ
メ
の
実
施
内
容
＝

１
．
募
集
期
間

２
０
２
５
年
７
月
１
日
（
火
）

～
31
日
（
木
）
ま
で

２
．
資
料
公
開
場
所

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、担
当
課（
市

役
所
２
階
６
番
窓
口
障
害
福
祉

課
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
（
市

役
所
２
階
西
側
）、
各
福
祉
セ

ン
タ
ー
（
東
部
・
西
部
・
新
曽
）、

笹
目
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

（
コ
ン
パ
ル
）、
戸
田
公
園
駅
前

行
政
セ
ン
タ
ー
２
階
、
新
曽
南

多
世
代
交
流
館
（
さ
く
ら
パ

病
棟
の
稼
働
病
床

病
棟
の
稼
働
病
床

1212
床
か
ら

床
か
ら
1515
床
に
増
床

床
に
増
床

パブコメパブコメ
募集募集

　

戸
田
市
は
、
重
度
心
身
障
害

　

戸
田
市
は
、
重
度
心
身
障
害

者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た

め
、
重
度
心
身
障
害
者
に
係
る

め
、
重
度
心
身
障
害
者
に
係
る

医
療
費
（
各
種
医
療
保
険
に
係

医
療
費
（
各
種
医
療
保
険
に
係

る
自
己
負
担
金
）
の
一
部
を
県

る
自
己
負
担
金
）
の
一
部
を
県

と
市
で
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

と
市
で
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

対
象
者
は
、
身
体
障
害
者
手
帳

対
象
者
は
、
身
体
障
害
者
手
帳

１
～
３
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
・

１
～
３
級
、
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ
・

Ｂ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

Ｂ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

帳
１
級
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
障
害
認
定
者
で
す
。

度
の
障
害
認
定
者
で
す
。

　

６
日
に
開
か
れ
た
、
健
康
福

　

６
日
に
開
か
れ
た
、
健
康
福

祉
常
任
委
員
会
に
お
い
て
障
害

祉
常
任
委
員
会
に
お
い
て
障
害

福
祉
課
か
ら
、「
重
度
心
身
障

福
祉
課
か
ら
、「
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
制
度
」
に
つ

害
者
医
療
費
助
成
制
度
」
に
つ

い
て
２
点
見
直
し
を
お
こ
な
う

い
て
２
点
見
直
し
を
お
こ
な
う

た
め
、「
戸
田
市
重
度
心
身
障

た
め
、「
戸
田
市
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る

害
者
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
（
案
）」
に

条
例
の
一
部
改
正
（
案
）」
に

係
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

係
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト

（
パ
ブ
コ
メ
）
を
実
施
す
る
と

（
パ
ブ
コ
メ
）
を
実
施
す
る
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

見
直
し
の
１
点
目
は
、「
対

　

見
直
し
の
１
点
目
は
、「
対

象
者
の
拡
大
」。
精
神
障
害
者

象
者
の
拡
大
」。
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
２
級
所
持
者
を

保
健
福
祉
手
帳
２
級
所
持
者
を

新
た
に
対
象
者
（
精
神
科
通
院

新
た
に
対
象
者
（
精
神
科
通
院

医
療
費
に
限
る
）
と
す
る
。
実

医
療
費
に
限
る
）
と
す
る
。
実

施
は
、
２
０
２
６
年
１
月
１
日

施
は
、
２
０
２
６
年
１
月
１
日

か
ら
。

か
ら
。

　

２
点
目
は
、「
入
院
時
の
食

　

２
点
目
は
、「
入
院
時
の
食

事
療
養
標
準
負
担
額
等
の
助
成

事
療
養
標
準
負
担
額
等
の
助
成

廃
止
」。
廃
止
理
由
は
、
食
事

廃
止
」。
廃
止
理
由
は
、
食
事

代
は
入
院
、
在
宅
を
問
わ
ず
共

代
は
入
院
、
在
宅
を
問
わ
ず
共

通
し
て
必
要
な
費
用
で
あ
り
、

通
し
て
必
要
な
費
用
で
あ
り
、

入
院
患
者
と
在
宅
者
と
の
負
担

入
院
患
者
と
在
宅
者
と
の
負
担

の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
本
市

の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
本
市

独
自
に
助
成
を
続
け
て
き
た
入

独
自
に
助
成
を
続
け
て
き
た
入

院
時
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額

院
時
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額

等
の
助
成
を
廃
止
す
る
。
実
施

等
の
助
成
を
廃
止
す
る
。
実
施

は
、
は
、
2626
年年
1010
月
１
日
か
ら
。

月
１
日
か
ら
。

　

ま
た
、担
当
課
長
か
ら
は「
戸

　

ま
た
、担
当
課
長
か
ら
は「
戸

田
市
障
害
者
施
策
推
進
協
議

田
市
障
害
者
施
策
推
進
協
議

会
（
戸
田
市
身
体
障
害
者
福
祉

会
（
戸
田
市
身
体
障
害
者
福
祉

会
や
戸
田
市
心
身
し
ょ
う
が
い

会
や
戸
田
市
心
身
し
ょ
う
が
い

児
（
者
）
を
守
る
親
の
会
等
で

児
（
者
）
を
守
る
親
の
会
等
で

床床
1212
床
へ
増
床
」
と
な
っ
て
い

床
へ
増
床
」
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　

今
回
の
増
床
に
つ
い
て
診
療

　

今
回
の
増
床
に
つ
い
て
診
療

室
担
当
課
長
か
ら
は
、「
今
年

室
担
当
課
長
か
ら
は
、「
今
年

度
、
４
月
に
看
護
師
１
人
、
６

度
、
４
月
に
看
護
師
１
人
、
６

月
に
看
護
師
１
人
、
看
護
助
手

月
に
看
護
師
１
人
、
看
護
助
手

１
人
を
採
用
。
内
科
医
師
は
充

１
人
を
採
用
。
内
科
医
師
は
充

足
し
て
い
な
い
が
、
看
護
師
や

足
し
て
い
な
い
が
、
看
護
師
や

看
護
助
手
の
体
制
が
強
化
さ
れ

看
護
助
手
の
体
制
が
強
化
さ
れ

た
た
め
、
稼
働
病
床
を
増
床
し

た
た
め
、
稼
働
病
床
を
増
床
し

た
」と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

た
」と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
、
内
科
医
が
採
用
で
き
た

今
後
、
内
科
医
が
採
用
で
き
た

場
合
に
は
、
全

場
合
に
は
、
全
1919
床
を
稼
働
さ

床
を
稼
働
さ

せ
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

せ
る
予
定
と
の
こ
と
で
す
。

　

党
戸
田
市
議
団
は
こ
れ
ま
で

　

党
戸
田
市
議
団
は
こ
れ
ま
で

も
「
安
定
し
て
診
療
が
お
こ
な

も
「
安
定
し
て
診
療
が
お
こ
な

え
る
よ
う
、
医
師
確
保
の
た
め

え
る
よ
う
、
医
師
確
保
の
た
め

給
料
の
大
幅
ア
ッ
プ
と
医
師
・

給
料
の
大
幅
ア
ッ
プ
と
医
師
・

看
護
師
の
当
直
費
を
増
額
す
る

看
護
師
の
当
直
費
を
増
額
す
る

こ
と
」
等
を
、
毎
年
の
予
算
要

こ
と
」
等
を
、
毎
年
の
予
算
要

望
書
で
要
望
し
改
善
を
求
め
て

望
書
で
要
望
し
改
善
を
求
め
て

き
ま
し
た
。

き
ま
し
た
。（
健
康
福
祉
常
任

委
員
会　

本
田
哲
）
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舎
内
管
理
の
徹
底
求
め
る

重度心身重度心身
障害者障害者


